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令和 6 年度 第 1 回社会教育委員会議 議題２ 

 

 

市川市教育委員会 令和 6 年度社会教育関係事業概要 
 

 

▢ 生涯学習部 
 

 

 1 青少年育成課   

 

■放課後保育クラブ事業 

保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生の放課後等において、家庭に代わる適切な遊び及び

生活の場を提供し、その健全な育成を図る。 

運営方法については、市川市放課後保育クラブの設置及び管理に関する条例により公設・民営（平成 

１８年４月より指定管理者として、社会福祉法人市川市社会福祉協議会を指定）で運営している。 

【令和６年４月１日現在 クラブ数 4６クラブ・１３３クラス 入所数 ５，６４０人】 

 

■子ども会育成会連絡協議会補助事業 

市内１３地区内の単位子ども会の連合体である「市川市子ども会育成会連絡協議会」に対し、子ども会 

の活性化、指導者の養成、青少年健全育成事業の実施についての活動費の一部を助成し、堅実な活動 

と発展を促進し、青少年の健全育成を図っている。 

 

■青少年指導者育成事業 

生涯学習の推進、地域リーダーの育成という観点から次の講習会を実施する。 

① わんぱくセミナー 

・対象者： 小学校5･6年生（市内在住・在学） 

・目 的： 遊びやグループワークを通して集団活動における協調性やコミュニケーション能力向 

上をねらいとした講習を実施する 

② ユースリーダー講習会 

・対象者： 中学生、高校生（市内在住・在学） 

・目 的： グループワーク等を通して物事や人の意見をまとめる力をつける 

          自分の役割を確認し主体的に行動できるようにする 

③ グループリーダーアカデミー 

・対象者： １８歳以上（市内在住・在学・在勤、高校生は含まない） 

･目 的： 子ども会、学校、青少年団体などの子どもの指導者としての資質向上を図る 

           レクリエーション、歌、クラフトなどの実技のスキルアップ、参加者相互の情報交換 
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■体験学習事業  

市内在住・在学の小学生とその家族を対象に体験学習（農業体験・稲作体験）を通し、自然や人とのふ

れあい、勤労と収穫のよろこびを体験することにより、心豊かな子どもたちを育てていくものである。 

 

 

○ 少年自然の家 

 

■少年自然の家活動 

自然の中で、集団宿泊生活などを通して、情操や社会性を豊かにし、少年の健全育成を図る施設であ 

る。心身の発達や自立への可能性を高めることを目的とした野外炊事やオリエンテーリング、キャンプ 

ファイヤー等を行うとともに、「チャレンジャー・スクール」、「親子宿泊体験」、「親子で火を囲もう」、「親 

子冬の天体観望会」などの主催事業を計画し、市民に親しまれる施設運営を展開している。 

 

■プラネタリウム事業 

小・中学生を対象に、プラネタリウムを用いた理科学習（天体の解説）を各校の要請に応じ実施してい 

る。また、毎週土・日曜日(７・８月は日曜日のみ)には一般投影、祝日(元旦を除く)には臨時投影をする 

とともに、１２月にはプラネタリウムコンサートを開催し、市民に心の潤いと安らぎの場を提供してい 

る。 
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 ２ 社会教育課   

 

■公民館 

市民の身近な生涯学習拠点として、市内に公民館             【市内の公民館】 

１５館を設置している。 

 

① 主催講座                      

市内在住・在勤・在学の方を対象に、地域の特色や 

公民館の立地・施設の特徴を踏まえた主催講座を 

各館において企画・開催している。主に、年２回、 

春と秋に市川市公式Ｗｅｂサイトと公民館講座情報 

紙「ミーティアムガイド」で市民に周知し、受講者の 

募集を行う。 

市内の歴史や文化に触れたり、趣味を広げたり、 

健康づくりや防災・生活設計など暮らしの課題解 

決に役立つ多様なテーマの学びの機会を提供し、 

知識や技能の習得だけでなく、受講者の交流や繋 

がりづくり、地域での新たな活動の創出を意図し 

ている。 

  

② 施設提供（貸室） 

各種のサークル活動・学習会・軽スポーツ・レクリエーション・地域住民の会合など、学習や集会・

交流の場として、公民館の会議室や和室・視聴覚室・レクリエーションホール等の部屋の提供を

行っている。 

  

 ③ 公民館図書室の運営 

   東部・大野・西部・市川・市川駅南・曽谷・本行徳の各公民館には図書室が設置されており、図書 

の貸し出しをしている。この中で、市立図書館が近くにない大野・西部・東部・曽谷の各公民館図 

書室では、市立図書館のシステム端末の運用により、図書館で所蔵する本の取り寄せや返却が 

可能となっている。 

 

④ 施設の維持管理・営繕 

施設の維持や安全性の確保等に必要な清掃及び保守点検業務を行うとともに、多くの公民館 

が開設後３０年以上経過していることから、施設の老朽化や利用者のニーズの変化に対応する 

ため、小破修繕を含めた計画的な修繕を行う。また、施設の安全性・快適性・長期保全の視点か

ら、建物及び設備の改修工事を実施する。 

なお、令和６年度は市川公民館と南行徳公民館のエレベータ改修工事を実施する。 
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■二十歳の集い（成人式）  

二十歳を迎え、大人になったことを自覚し、自ら生き抜こうとする青年を祝い励ますため、 

「二十歳の集い」を開催する。市川市の式典は２０歳を参加対象としている。対象者を中心とした 

実行委員会を組織し、意見を反映した企画運営を行う。 

令和６年度は、会場の混雑緩和及び円滑な会場設営のため、昨年度と同様、対象者の住所地の中

学校通学区域（学区）別に、午前の部と午後の部の２部制で開催する。  

◍ 令和６年度の開催予定 

開催日    令和７年１月１２日（日）  

会場      市川市文化会館 （てこなホール） 

対象者数   ４,３０４人 （令和 6 年４月１日現在） 

 

 

■いちかわ市民アカデミー講座  

市内の大学の協力により、充実した学習環境の中で教員から社会の諸問題や生活向上のための 

多彩な知識を習得することを目的に、学内の施設を活用し、年間学習テーマに基づいた講座を実

施する。令和６年度は、昭和学院短期大学・和洋女子大学・千葉商科大学に、新たに東京経営短期

大学が参加し、４大学で開催している。 

◍ 令和６年度の実施概要 

＜昭和学院短期大学コース＞ 

    「健康長寿をめざして」   ９月～１１月  ３回、  定員４０人 

   ＜和洋女子大学コース＞    

    「今、変化の時代のなかで」  １１月～２月  ３回、  定員３５人   

   ＜千葉商科大学コース＞ 

    「研究者が分かりやすく語る研究最前線～豊かな人生のために～」  

９月～１０月  ３回  定員 50 人 

＜東京経営短期大学コース＞ 

 「 『健康で生きる』 という社会貢献」  １０月～１月  ３回  定員２０人        
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 ３ 中央図書館   
 
■図書館の整備とネットワーク 

６ヶ所の図書館（室）のほか、自動車図書館によ 

る巡回サービスや、小学校内に設置された市民 

図書室、また公民館図書室、男女共同参画セン 

ターや情報プラザなどの市の施設で各種図書館 

サービスを展開している。 

また、千葉商科大学の入講再開に伴い、連携協定 

の内容を変更し、閲覧・貸出・返却・相互協力等の 

サービスを令和６年４月より再開している。 

・図書館５館１室 

・市民図書室３室（大柏・塩焼・福栄） 

・公民館図書室４室（大野・西部・曽谷・東部）    

への図書館システム端末設置 

・自動車図書館巡回ステーション２５箇所 

 

■利用の促進について 

令和５年６月に西部公民館と柏井公民館に新た 

に返却ポストを設置した。また、令和６年３月に 

は、若宮公民館にも返却ポストを設置し、市役所第一庁舎の返却ポストは、くま館長とうさぎ司書 

のイメージキャラクターを使用して親しみやすくデザインし、リニューアルした。 

県内公共図書館ネットワーク相互協力に 

よる図書の提供、レファレンスサービスに 

よる課題解決支援機能、ＳＮＳやホームペ 

ージ等でのＰＲの施策により市民の利用を 

促進し、さらに多くの市民に利用していた 

だけるようサービスの充実に努める。 

 

■市民協働で開館３０周年を祝う 

令和５年度は、市民提案型図書館推し活企 

画を募集し、１０件の推し活を採択・実施し 

た。 

令和６年度は、図書館推し活に加えて、施  

設開館３０周年を盛り上げる企画提案を 

募集し、「メディアパーク３０祭」として官民協働で順次イベントを開催している。 

 

 

№ 公民館図書室（▲） № 市民図書室（△） 

1 大野公民館図書室 ※ 1 大柏市民図書室 

2 西部公民館図書室 ※ 2 塩焼市民図書室 

3 曽谷公民館図書室 3 福栄市民図書室 

4 東部公民館図書室   

上記７室に図書館システム端末設置 

（※システム連携による蔵書管理含む） 

5 市川公民館図書室  

6 市川駅南公民館図書室  

7 本行徳公民館図書室  

１ 

2 

３ 



- 6 - 
 

 

 ４ 考古博物館   

 

■博物館 常設展示事業 

考古博物館では、先土器（旧石器）時代から平安時代前半までの歴史を、最初の住民、貝塚の形

成、稲作文化の伝来、古墳の出現、律令の社会というテーマで、5 室に分けて展示紹介している。 

歴史博物館では、考古博物館の後を受けて平安時代後半から現代までの歴史を、中世以降の市

川、海辺の人々の生活、水路と陸路、台地の人々の生活、郷土コーナーというテーマで、5 室に分

けて展示紹介している。 

自然博物館では、市川の自然を、市川のおいたち、残された市川の自然、都市化した市川の自然、

湧水の自然の４つのコーナーテーマで展示紹介するとともに、身近な生き物を実際に飼育して生

育過程を見せる飼育展示を積極的に導入している。 

 

■博物館 企画展示事業 

自然博物館では、令和 6 年７月 9 日（火）から 9 月 1 日（日）まで、企画展「いきものの飼育」を開 

催し、期間中 17,606 人の来館があった。この企画展は、自然博物館で飼育展示している生き 

物について「飼い方のコツ」をパネルで説明したもので、学芸員自身が積み重ねてきた飼育ノウハ 

ウのポイントを簡潔に紹介する内容となっている。展示を見て「うちでも飼ってみよう」と話す親 

子や、パネルを撮影する人がいて、飼育に対する関心を喚起する効果は上がっていたようだっ 

た。 

また、小学 3 年生の授業カリキュラムに対応した、学校連携学習資料展「発見・体験 昔のくらし」 

を令和 6 年 9 月 7 日（土）から令和 7 年 1 月 26 日（日）まで開催する。 

展示内容は、衣・食・住に分けて生活に使われてきた道具の変遷を紹介するものとなる。展示品と 

しては、蚊帳や洗濯板など電化製品が普及する前の道具をはじめ、絞り機付の洗濯機や黒電話な 

どが展示される。その他、市内各所や小学校の古写真や昭和 40 年代から 50 年代の居間の再 

現展示などもある。 

また、各博物館においては小企画展を随時開催する。 

 

■博物館 教育・普及事業 

市民に郷土の歴史に親しんで参加してもらうため、考古・歴史博物館では、出前を含む講座や教 

室・講演会、歴史セミナー、地域と一体となって運営するフェスティバルなどの主催事業を開催 

する。 

自然博物館では、市民に自然に親しんでもらう場や機会の提供のために、「長田谷津散策会」など 

の主催事業を開催する。 

また、各博物館では館報や博物館だよりの発行、Web・Instagram での情報提供などの PR 活 

動を行っている。さらに学校等団体に対する縄文体験や昔のくらし体験、大町自然観察園での自 

然観察・自然体験活動を実施するほか、学校への出前授業や出張展示などの学校支援活動や各 

種団体への講師派遣などの教育普及活動を各博物館で行う。 
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■博物館 資料収集保管・調査研究事業 

各博物館で分野別に市川の豊富な埋蔵文化財及び歴史・民俗資料、自然系標本、剥製、写真、調 

査資料などの博物館資料を収集、整理し、良い状態を保てるよう留意して収蔵保管する。 

これらの資料の調査・研究を行い、その成果を展示や教育・普及事業に活用して、市民に市川の歴 

史・民俗・自然に対する認識を深めてもらうことに努める。 

また、市川市史編さん事業に協力して専門知識を有する各分野の学芸員が資料調査や執筆に携 

わり、市史編さんによる成果は展示、教育・普及事業に活用している。 

 

■文化財 史跡公有化事業 

史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡の窯跡部分について、残りの１筆分、９７．５９㎡を購入する。 

また、史跡曽谷貝塚について、売却の申出があった史跡内の土地７９３㎡を購入する。 

 

■文化財 史跡維持管理事業 

史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡及び史跡曽谷貝塚において、公有地を適切に維持管理するため 

の雑草除去等を実施する。 

 

■文化財 史跡整備保存事業 

史跡下総国分寺跡附北下瓦窯跡の整備基本計画の策定を行う。 

また、史跡曽谷貝塚の保存活用計画の策定を行う。 

 

■文化財 埋蔵文化財調査事業 

市内に多数ある遺跡について、個人住宅建設等の開発行為に先立ち、文化財保護法に基づき埋 

蔵文化財保護の観点から発掘調査や出土品等の整理を実施する。一部事業に対して国・県から補 

助を受ける。 

また、下総国府の様相を探る手がかりを得るための発掘調査を行い、奈良・平安時代における地 

方政治・文化の中心である国庁・国衙の遺構の状況をより正確に把握する。 

 

■文化財 指定有形文化財保存修理事業費補助 

重要文化財祖師堂の保存修理について、所有者で事業実施者である中山法華経寺に対し国・県と 

合わせて補助金を支出する。 

 

■文化財 指定文化財等維持管理費補助 

指定文化財の日常的な維持管理について、所有者に対し市独自の補助金を支出する。 
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▢ 学校教育部 
 

 

 １ 学校地域連携推進課   

 

■子どもの居場所づくり事業 

放課後子ども教室 

市立小学校等の空教室等を活用して、授業の終了後等に、児童の安全安心な居場所を確保し、放

課後保育クラブと連携して、学習支援やスポーツ等の活動や、地域と学校との交流活動等の機会

を継続的に提供する。 

現在、全市立小学校の３９ヶ所で開室している。 

 

 

■コミュニティクラブ事業  

各中学校区・義務教育学校区に組織されているボランティア組織と委託契約を結び、「遊び」を通 

して地域の子どもたちの健全育成を目指し、将棋教室やいけばな教室等の継続活動、キャンプや 

ウォークラリーなどのイベント的な活動、自由遊びを実施している。また、その活動を通して、子ど 

もたちの成長を支える地域社会並びに生涯学習社会の構築を目指すものである。 

令和５年度の活動回数は全体で４７６回、参加延べ人数は４３,６１５人である。 

 

 

■家庭教育学級運営事業 

子どもにかかわり合う大人が学び合い、家庭でのよりよい子育てについて考え、親として子ども 

と一緒に成長することを目指す事業。 

各学級が様々な内容の講座を自主的に企画する 「自主企画講座」 と、当課の家庭教育指導員 

（２名）が自身の教育現場での知識や経験を活かしながら指導助言を行う「指導員講座」を行って 

いる。 

さらに、家庭教育指導員が子育てに関する情報発信、保護者の不安や悩みへの助言を行う「サポ 

ート講座」も行っている。 

 

 

■学校支援実践講座事業 

市民を対象として、学校における「人間関係で生じる問題」をテーマとした社会人権講座（年間 

３回）を行う。受講者は、「いじめの未然防止」を目的とした小中学校で行われる交流会に参加し、

児童生徒の意見交換の進行役を務める。 

令和 5 年度は受講者数１５７人、31 校１37 学級で開催された。 
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■学校施設開放事業  

市民のスポーツの推進、文化活動の振興及び青少年の健全育成を図ることを目的とし、学校教育 

に支障のない範囲で市立学校の施設を開放している。 

・開放施設及び時間：運動場・体育館・教室等 ９時～21 時 

・令和５年度使用実績 登録団体数：６３７団体、利用延べ人数：約１５６万人 

 

 

■コミュニティ・スクール推進事業 

コミュニティ・スクールは、学校、保護者、地域の連携・協働を推進し、双方が一体となって学校の 

運営に取り組む「地域とともにある学校」を推進するための仕組みである。本市では、「学校運営 

協議会」と「地域学校協働本部」が両輪となり「コミュニティ・スクール」として推進している。 

 

（１）学校運営協議会 

市川市教育委員会から任命された地域住民、保護者の代表等、15 名以内の委員が一定の権限 

と責任をもって学校運営に参画する合議制の機関である。校長が作成する学校運営の基本方 

針を承認したり、学校関係者評価をしたり、地域・保護者の意見を学校運営に反映させ、学校教 

育をどのように進めていくか「熟慮」と「議論」を重ねる。 

平成 28 年度から順次設置を進め、令和元年度に全ての市立幼稚園・学校に設置が完了した。 

令和５年度の学校運営協議会委員数は８１７名である。 

 

(2)地域学校協働本部 

「地域学校協働本部」は、中学校ブロック及び義務教育学校区を単位に設置をしており、学校と 

地域を結ぶ窓口となる機能を担う組織である。市川市教育委員会から委嘱された地域学校協 

働活動推進員を中心に、学校のニーズを引き出し、地域のネットワークを活用して様々な教育 

活動や地域活動をサポートする。また、地域と学校が連携・協働して、学校を核として地域全体 

で未来を担う子どもたちの成長を支えていく様々な活動を総称して『地域学校協働活動』とい 

う。 

平成 30 年度から順次設置を進め、令和２年度に全ての中学校ブロック及び義務教育学校区 

に設置が完了した。 

 

 

■青少年相談員活動事業 

青少年相談員は「千葉県青少年相談員設置要綱」に基づき、千葉県知事及び市川市教育委員会か 

ら委嘱される。青少年の身近な相談相手、理解者としてボランティアで活動しており、市内 13 地

区を基に連絡協議会を構成し青少年の健全育成を推進している。 

・相談員数 175 名  ・任期 ３年（令和 4 年４月１日～令和７年３月 31 日） 

・活動内容 市内 13 地区による地区活動の他、連協活動として「いちかわ子ども村」キャンプ、葛

南地区青少年のつどい大会、いちかわ市民まつりへの参加、学校行事等の協力。 
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■学習支援推進事業 

各学校で組織された学習支援クラブにおいて、地域、家庭、学校が一体となって、日常の学習活 

動に地域の教育力（人材、地域環境、文化、歴史等）を活かし、地域の実情に応じた特色ある学習 

活動を展開する。また、専門性の高い講師を招き、講義を通じて児童、生徒に夢や感動を与え、生 

きる力を育む。 

・令和５年度の事業実績  

ボランティアの延べ人数 ５，３４９人  

・主な学習支援活動内容 

学習支援活動・・・書道教室、裁縫実習、科学実験教室、美術指導等 

職場や社会体験・・・農業体験、社会科体験、助産師講話、福祉体験等 

地域文化・・・地域探検、昔遊び体験、伝統芸能体験（雅楽、落語教室等）等 
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 ２ 教育センター （少年センター）   

 

■少年センター運営協議会事業 

教育委員会の諮問に応じて、少年センターの運営についての方向性などを審議する少年センター 

運営協議会を開催する。委員は、教育関係者３名・児童福祉関係者２名・警察関係者２名・学識経 

験者１名・民間有識者７名の計１５名で構成されている。任期は２年で、年１回の会議を行う。 

 

■補導員活動事業 

非行の早期発見・未然防止のため、市内１６０名の少年補導員と市川・行徳両警察署の協力を得 

て、実施計画に基づいた市内全域の補導活動を実施する。 

また、補導活動を有効に行うための会議・視察・研修の充実を図る。 

 

（構成人員） 

定  員： １６０名（令和６年度 男性３５名・女性１２５名） 

選出団体： PTA・民間有識者 

任  期： ２年（令和６年６月１２日改選） ※次期改選は令和８年６月１２日  

委  嘱： 市川市教育委員会 

 

（補導状況） 

          R 元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

実施回数 ５５５回  ７９回  １９３回  ３２０回  ４１０回  

従事延べ人員 ２,４１９人  ２４２人  ７８３人  １,２９４人  １,６３７人  

補導少年数 ４８５人  ２４人  １９０人  １８５人  ２５６人  

 

（補導方法） 

・ 計画補導：少年センターの実施計画により、職員とともに補導活動を実施する。 

・ 地区補導：各ブロックの補導員がそれぞれの中学校区を定期的に巡回し、補導活動を実施す 

る。夏季祭礼パトロールを除き毎月、数回実施する。 

・ 夜間特別補導：夏休み期間・卒業式・修了式当日の１９時以降に夜間補導活動を実施する。 

（補導時間） 

・ 午前： １０時から 

・ 午後： １４時から 

・ 薄暮： １６時から（冬季１１月～２月は１５時３０分から） 

・ 夜間： １９時から  
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（街頭補導以外の主な活動：令和６年度予定） 

・ 少年補導員連絡協議会           年３回 

・ 少年補導員役員会・理事会         年５回 

・ 少年補導員ブロック会議（１３地区）    年１回 

・ 千葉県青少年補導員総会・補導員大会    各年１回 

・ 市外視察研修            年１回 

・ 列車補導               年１回 

・ 県下一斉補導            年１回 

・ 隣接市合同パトロール       年３回 

・ 船橋地区ブロック会議       年１回 

 

 

■少年相談事業 

複雑化、深刻化する傾向にある相談者の悩みやニーズに対応できるよう、電話や e メールでの相 

談を受ける。それを面接相談や他の専門機関への紹介など適切につなげ、相談者の悩みを軽減、 

解消し、心理的負担を軽減する。受け渡しに努め、相談効果を高める。 

 

（現況） 

・ 学校や職場、日常生活の中で何等かの悩みのある少年とその保護者及び少年に身近な大人を 

対象として、専門の相談員が電話・e メール・面接による相談に応じている。相談は、非常勤の 

少年相談員が当たっている。水曜日は、電話相談を１９時まで延長し、放課後の少年や就労後 

の保護者が相談しやすいような環境をつくっている。 

・ 周知のために少年相談カードやポスターを小・中・義務教育・特別支援、高等学校に配付してい 

る。 

・ より手厚い心理的なケアが必要なケースは面接相談に切り替えて行っている。 

・ 専門家（スーパーバイザー）による研修を年 2 回行い、相談員が自らの方法や技法を改善し、 

相談者に対してより適切な支援が可能になるようにしている。 

 

電話相談受理状況（単位：件） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

件数 362   379  366  332  234  

ｅメール相談受理状況（単位：件） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

件数 29  37  104  94  138  

面接相談受理状況（単位：件） 

 R 元年度 R2 年度 R3 年度 R4 年度 R5 年度 

件数 123  136  195  179  149  

 


